
令和８年度から令和１２年
度までとします。

世田谷区耐震改修促進計画 概要版
令和８年４月

防災街づくり担当部防災街づくり課

世田谷区では、災害に強いまちの実現を目指し、平成１９年７月に「世田谷区耐震改修
促進計画」（以下「本計画」という。）を策定し、おおむね５年おきに３度の改定を行い、
直近では令和３年度から令和７年度までを計画期間として建築物の耐震化に取り組んでき
ました。

切迫する首都直下地震への備えを継続的に促進するため、これまでの取り組み実績及び
成果を検証し、関連計画と整合を図り、世田谷区基本計画の分野別政策として掲げている
「災害に強い街づくり」を推進するため、本計画の改定を行います。

１ 計画の概要

●目的と背景

●位置づけ

●計画期間

２ 耐震化の現状と目標

３ 区の耐震化支援事業

項目 現状 目標

住宅

新耐震基準
区内の住宅総数は約４９万戸あり、うち約４７
万戸、全体の９５．５％が耐震性を満たすと見
込まれます。(令和７年度末時点)

耐震性が不十分
な全ての住宅を
令和１２年度末
までにおおむね
解消2000年基準

約４５万戸、全体の９３．２％が耐震性を満た
すと見込まれます。(令和７年度末時点)

特定
建築物

令和６年度末時点で８４２棟あり、そのうち８１８棟、全体
の９７．１％が耐震性を満たすと見込まれます。（令和６年
度末時点）

できるだけ早期に
耐震化率１００％
達成

緊急輸送
道 路
沿道建築物

特定緊急輸
送道路沿道
建築物

特定緊急輸送道路指定時点で特定緊急輸送道路
に敷地が接し、高さの要件に該当する建築物は
区内に９２８棟ありました。耐震性を満たす建
築物は８１７棟、耐震化率は８８．０％になっ
ています。(令和７年１２月時点)

令和１２年度末まで
に総合到達率９９％、
区間到達率９５％未
満の解消

一般緊急輸
送道路沿道
建築物

一般緊急輸送道路に敷地が接し、高さの要件に
該当する建築物は、区内に１，０１４棟あり、
耐震性を満たす建築物は８９４棟、耐震化率は
８８．２％です。(令和７年１２月時点)

令和１２年度末まで
に耐震化率９０％達
成

防災上重
要な区公
共建築物

令和５年度末までに耐震改修等を行ない、現在、施設運営して
いる防災上重要な区公共建築物の耐震化は完了しています。

施設の劣化状況等に
応じた適切な維持管
理を継続

木造住宅

区は、以下の取組方針に沿って、区内全域の建築物の耐震化を進め、災害に強く、復
元力をもつまちの実現を図ります。
 関係機関等と連携して、耐震化の必要性についての普及啓発を行います。
 建築物の所有者に対して、耐震化のために必要な情報提供を行うとともに、耐震化を

進めるための環境整備や経済的、技術的支援を行います。
 建築物の用途や構造種別等に応じた耐震化の取り組みへの支援を行います。

●基本的な取組方針

●建築物の耐震化支援

本計画は、耐震改修促進法
第６条第１項の規定により、
策定するものです。

▼本計画の位置づけ

②今後の取組み

 新耐震基準の木造住宅の所有者に対して、個別訪問や耐震化支援制度の案内をするな
どの普及啓発を行います。

 所有者が安心して耐震化を実施できるよう都と連携して耐震診断士及び改修事業者の
育成を行うとともに、ホームページ等を活用し区民への情報提供を行います。

 高齢者世帯の耐震化を促進するため、国の利子補給制度が利用できる耐震改修融資制
度（リバースモーゲージ型）の周知を図ります。

■耐震改修工事等を実施
しない理由（木造）

■区からの支援制度で見直しや拡充が
必要と感じること（木造）

工事費用
建物を将来どうしていくか決まっていない

区の助成制度の対象にならない

工事のための準備（室内の荷物の片づけ等）が負担

（設計事務所や工務店など）どこへ依頼したら良いかわからない
改修の手続きが分かりにくい

共有者や家族の同意が得られない
賃借人の工事への協力が得づらい

周囲に空き地があるなど倒壊しても近隣に迷惑がかからない
その他

助成金額

支援制度の情報発信

助成金申請手続きの簡素化

法適合是正などの助成条件

専門家からのアドバイス

耐震化の必要性についての普及啓発

設計事務所や工務店の紹介、あっせん

オンライン対応（メール、データ送付による申請手続き等）

その他

122件, 45%

85件, 31%

71件, 26%

71件, 26%

58件, 21%

56件, 21%

50件, 18%

26件, 10%

83件, 31%

■区からの⽀援制度で⾒直しや拡充が必要と感じること（⽊造）

69件, 48%

54件, 38%

33件, 23%

22件, 15%

12件, 8%

7件, 5%

7件, 5%

2件, 1%

1件, 1%

58件, 40%

０％ １０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％

０％ １０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％

新たに、新耐震基準の木造住宅及び一般緊急輸送道路沿道建築物を計画の対象とします。

①これまでの取組実績と課題

 旧耐震基準の木造住宅に加え、
令和６年度からは新耐震基準
の木造住宅に対しても、無料
耐震診断等の支援や補強設計
及び耐震改修等の費用の一部
を助成する事業を実施してい
ます。

 令和３年度からは除却を前提とした簡易診断を実施し、手続きの簡略化を図ること
で所有者が制度を活用しやすいよう取り組みを行っています。

 障害者などは災害時に直ちに安全行動をとることが困難であることなどから、自宅
の耐震化を優先的に進めるため、令和７年度より助成金を加算しています。

 アンケート結果では、「耐震改修工事等を実施しない理由」として、「工事費用」
や「建物を将来どうしていくか決まっていない」という回答が多くなっています。
また、「区からの支援制度で見直しや拡充が必要と感じること」では、「助成金
額」の回答が最も多く、他にも耐震化に係る情報発信や普及啓発、手続きの簡略化
や助成条件の見直し、専門家等へのコンタクトに関する回答が一定程度ありました。

(件)▼耐震化支援事業の実績

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

耐震診断 ８７ ２８３ ２１４ １９８ ２２７
補強設計 ０ １ ０ ０ ０
耐震改修 等 ５ １０ １８ ７ １３
除却 ４６ １０５ １０１ ９８ ８２
訪問相談 ３３ ６０ ８７ ７４ ７６
耐震診断 - - - - １３４
補強設計 - - - - １
耐震改修 - - - - ４
訪問相談 - - - - ５２

年度

旧
耐
震
基
準

新

耐

震

基

準



①耐震化の意識啓発

 広報等を用いた情報発信

区のおしらせ「せたがや」、区のホームページへの掲載やＳＮＳの活用など、様々
な広報媒体を活用した耐震化の重要性及び耐震化支援制度の案内等

 技術者の育成と情報提供
耐震診断及び補強設計を適切に実施できるように、木造住宅耐震診断士に向けた講
習会等の実施
木造住宅耐震診断士が所属する建築士事務所等に関する情報の提供

 耐震改修表示制度の活用

耐震改修を行った建築物への補強済シールの掲示

耐震改修工事中の建築物への耐震補強工事中横断幕の掲示

②建築物の所有者への耐震化の情報提供

 相談体制の充実
経済的及び法的問題など様々な課題に対応できる相談制度の拡充など、区民が耐震
改修等を行いやすい環境の整備

 法に基づいた公表等
耐震診断が義務付けられている建築物について、区の窓口及びホームページでの耐
震診断結果の公表

 訪問等による積極的な働きかけ
耐震性が不十分な木造住宅の所有者に対し、耐震化支援制度の個別案内

③関係機関及び地域住民等との連携
 関係団体及び事業者との連携

関係行政機関や民間事業者と連携したイベントでの支援制度の周知及びパンフレット
配布

 地域住民との連携
町会や商店会と連携したイベントでの耐震化の意識醸成

 庁内の連携
関係部署と連携した支援制度の案内及び耐震改修の働きかけ
新たな相談体制による支援体制の強化

②今後の取組み

 引き続き他の助成制度に比べ手
厚い支援を実施することで、特
定緊急輸送道路沿道建築物の耐
震化を促進します。

 賃貸建築物等の所有者に向け、
占有者移転に係る追加費用に対
しての助成を引き続き実施する
とともに、物価高を考慮した助
成金額の見直しを行います。

非木造建築物（特定緊急輸送道路沿道建築物は除く）

緊急輸送道路沿道建築物

ブロック塀等

②今後の取組み

 安全性が確認できないブロック塀等の除却促進の
ために除却助成金額の見直しや、より効果的な助
成方法の検討を行うことで耐震化を促進します。

 引き続き、安全点検等実施の呼びかけや、ブロッ
ク塀の倒壊防止対策についての啓発を行うなど耐
震化を促進していきます。

 電子での申請手続きを検討し、手続きの簡略化を
図ります。

▼耐震化支援事業実績

●耐震化促進のための普及啓発

本資料は、現時点のものであり、今後の検討状況により変更の可能性があります

①これまでの取組実績と課題

 令和２年度から、継続的な助成制
度として取り組んできました。

 耐震化に必要な工事費用が高騰す
る中で、助成金額が十分でない状
況となっています。

②今後の取組み

 分譲マンションに対しては、引き続きアドバイザー派遣を実施し、それぞれの実態に
応じた合意形成の支援を行います。

 工事価格の上昇も考慮した助成金額の見直しを行います。
 法不適合部分の是正が困難な建築物や老朽化が進んでいる建築物の耐震化を促進する

ため、除却助成制度を新設します。

①これまでの取組実績と課題

 令和３年度から耐震化準備事業を開
始し、制度の拡充を行っています。

 賃貸建築物等は、占有者の協力を得なければ耐震化を進めることができないため、令
和３年度から占有者移転費用に対する助成制度も開始しています。

 依然として耐震性が不十分な建築物、耐震診断結果未報告の建築物があるため、所有
者に対し耐震化に取り組む機運を醸成する必要があります。

▼耐震化の状況

■特定緊急輸送道路沿道建築物

■一般緊急輸送道路沿道建築物 ▼耐震化の状況

①これまでの取組実績と課題
 耐震化に向けた課題の把握や促

進策の検討について都と連携し
て取り組んでいきます。

②今後の取組み
 一般緊急輸送道路沿道建築物の

所有者に対して、耐震化の重要
性を啓発するとともに、助成制
度の周知を行い耐震診断の実施
を促します。

■ブロック塀の被害の様子

出典：（一財）消防防災科学センター「災
害写真データベース」

（件）①これまでの取組実績と課題

 分譲マンションに対し耐震化を円滑
に進めるため、無料アドバイザー派
遣制度を実施しています。あわせて、
自己負担額軽減のため令和３年度か
ら耐震改修工事の助成金を住戸数に
応じて加算しています。

 助成条件のひとつとして建築基準法等の不適合部分の是正が必要なため、費用の問題
など管理組合内で合意形成が図れず、耐震改修まで進まないなどの課題もあります。

▼耐震化支援事業の実績 （件）

▼耐震化支援事業の実績 （件）

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

耐震診断 １ １ ０ ０ ０
補強設計 ３ ４ ６ １ ２
耐震改修 ０ ４ ６ ３ ４

年度

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

件数 ９ １４ ４ １５ １１
延長（ｍ） ２０１ １６６ ４７ ２２０ １６４

年度

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

耐震診断 １ ５ ７ ５ １０
補強設計 １ ３ １ ７ ０
耐震改修 １ １ １ １ ２
アドバイザー派遣 ３ ５ ７ １１ １４

年度

特定緊急輸送道路沿道建築物 928 棟 

新耐震基準 
667 棟 

旧耐震基準 
261 棟 

耐震診断済み 243 棟 

未報告 
5 棟 

改修済等 150 棟 
  

診断前 
除却済 
13 棟 

耐震性を
満たす
24 棟 

除却 
36 棟 

改修済 
77 棟 

未改修 
106 棟 

⼀般緊急輸送道路沿道の建築物 1,014 棟 
 

新耐震基準 
858 棟 

旧耐震基準 
156 棟 

耐震診断済み 18 棟 

耐震性不明 
107 棟 

改修済等 36 棟 
 

診断前 
除却済 
31 棟 

耐震性
を満たす 

4 棟 

除却 
1 棟 

改修済 
0 棟 

未改修 
13 棟 
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